
科目番号 １５５ 

授 業 

科目名 
刑法総論Ⅰ 選 択 開講年次 ２ 単位数 ２ 

科目区分 専門科目 

サブ       

タイトル 

どのような場合に犯罪が成立するか？ 

どのように刑罰が適用されるか？ 
担当者 小野上 真也 

講義概要 

【概要】刑法は、ひとたび犯罪が認められた人に対して、刑罰をもって臨む峻厳な法律です。刑罰に

は死刑（生命を奪う刑罰）、懲役・禁錮（身体の自由を奪う刑罰）、罰金（財産を奪う刑罰）などが

あります。このような刑罰が科せられる前提として、そもそも、どのような要件が充たされれば「犯

罪」が成立するのかが明らかでなければなりません。本講義では、まず、刑罰の意義・目的、刑法の

理念といった基礎理論を検討したうえで、行為論、構成要件論、違法論に関する部分を検討します。 

 

【到達目標】どのような場合に犯罪が成立するか、自らの力で考え、一定の合理的な理由付けができ

るようにすることを目標とします。 

履修条件 
原則として、刑法総論Ⅱ（小野上担当）を履修すること。 

 

教科書・

参考書 

【教科書】曽根威彦『刑法総論』（第 4 版）（弘文堂、2008年） 

 

【参考書】曽根威彦『刑法の重要問題〔総論〕』（第 2版）（成文堂、2005 年） 

       曽根威彦＝松原芳博編『重点課題 刑法総論』（成文堂、2008 年） 

授業回数 内容  

1 ガイダンス―本講義のすすめ方― 

2 刑法の基礎理論と刑罰の目的 

3 罪刑法定主義と刑法解釈 

4 犯罪論体系と行為論 

5 条件関係 

6 構成要件論総説 

7 相当因果関係 

8 違法論総説 

9 法令行為・正当業務行為 

10 正当防衛（１） 

11 正当防衛（２） 

12 緊急避難 

13 被害者の承諾（１） 

14 被害者の承諾（２） 

15 前期のまとめ 

評価方法 
出席と定期試験の結果を総合的に考慮して、成績を評価します。 

評価基準 

上記授業単元の内容について、学説・判例の状況をよく理解し、それらを踏まえて、私見を適切に表

現できた者には「Ａ」を与えます。単元の内容についての理解や表現に不適切な点がある者はその程

度に応じて「Ｂ」または「Ｃ」とし、単元の内容についての理解自体が不十分な者はその程度に応じ

て「Ｄ」または「Ｅ」とします。 

その他 
六法（最新版）を必ず持参してください。毎回、レジュメを配布します。 

 


